
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

起
業
者
の
名
称

勝
浦
町

二

事
業
の
種
類

国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
改
築
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
鴻
畑
及
び
字
竹
国
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

申
請
に
係
る
事
業
は
、
勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
鴻
畑
及
び
字
竹
国
地
内
を
起
業
地
と
す
る
国

民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
改
築
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
病

院
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

起
業
者
で
あ
る
勝
浦
町
は
、
平
成
二
十
八
年
に
策
定
し
た
「
国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
改
革
プ
ラ

ン
」
を
基
に
平
成
二
十
九
年
に
「
国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
改
築
基
本
構
想
」
、
平
成
三
十
年
に
「

国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
令
和
二
年
度
に
は
一
般
会
計
予
算
に
よ
り
財
源

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
起
業
者
が
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力

を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

（一）

勝
浦
町
が
開
院
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
（
以
下
「
勝
浦
病
院
」
と
い
う
。
）
は
勝

浦
郡
内
の
唯
一
の
入
院
機
能
を
持
つ
医
療
機
関
と
し
て
郡
内
の
医
療
を
担
っ
て
い
る
が
、
人
口
の

減
少
と
高
齢
化
、
疾
病
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
、
医
療
形
態
を
「
治
す
医
療
」
か
ら
介
護
と
連
携

し
「
治
し
支
え
る
医
療
・
介
護
」
に
転
換
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

勝
浦
町
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
平
成
二
十
八
年
に
「
国
民
健
康
保
険
勝
浦

病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
住
民
の
「
か
か
り
つ
け
医
」
と
し
て
の
機
能
及
び
地
域
医
療
構

想
を
踏
ま
え
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
心
的
な
機
能
を
有
す
る
勝
浦
病
院
の
整
備
を
図

る
も
の
と
し
た
。

ま
た
、
現
在
の
勝
浦
病
院
は
病
室
の
病
床
面
積
が
狭
く
、
医
療
ベ
ッ
ド
の
間
隔
が
不
十
分
で
あ



り
、
患
者
の
療
養
環
境
及
び
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
診
療
環
境
が
良
好
で
な
い
。
廊
下
の
幅
員
も
医
療

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
以
下
で
あ
り
、
医
療
ベ
ッ
ド
搬
送
時
に
は
車
椅

子
等
と
円
滑
に
対
向
で
き
ず
、
建
築
設
備
（
給
排
水
、
空
調
設
備
等
）
は
老
朽
化
し
、
応
急
的
に

補
修
し
て
使
用
を
継
続
し
て
い
る
が
、
屋
上
等
か
ら
の
雨
漏
り
も
あ
り
、
診
療
等
の
業
務
に
支
障

を
来
し
て
い
る
。
診
察
室
及
び
病
棟
に
お
け
る
看
護
の
動
線
も
長
く
、
患
者
に
移
動
の
負
担
を
か

け
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
消
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

更
に
、
現
在
の
飛
行
場
外
離
着
陸
場
は
駐
車
場
と
兼
用
と
な
っ
て
お
り
、
使
用
時
に
は
車
両
の

移
動
が
必
要
と
な
り
、
緊
急
時
の
搬
送
に
支
障
が
あ
る
た
め
、
早
期
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

起
業
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
病
院
の
施
設
整
備
の
方
向
性
を
検
討
し
、

本
件
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
件
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
病
院
施
設
が
新
し
く
な
り
施
設
の
老
朽
化
に
よ
る
弊
害
が
改
善
さ

れ
る
と
と
も
に
、
幅
広
い
患
者
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
診
療
室
、
病
室
、
リ
ハ
ビ
リ
等
の
施
設
が

集
約
さ
れ
、
病
室
や
廊
下
の
面
積
も
広
く
な
り
、
療
養
環
境
や
看
護
動
線
が
著
し
く
改
善
さ
れ
、

病
床
面
積
増
加
に
よ
り
入
院
費
の
療
養
環
境
加
算
の
算
定
が
見
込
ま
れ
病
院
の
収
支
向
上
も
期
待

さ
れ
る
。

ま
た
、
勝
浦
病
院
周
辺
の
「
医
療
と
福
祉
ゾ
ー
ン
」
に
お
い
て
本
件
事
業
と
介
護
施
設
で
あ
る

デ
イ
ケ
ア
コ
ス
モ
ス
等
の
整
備
と
を
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
医
療
と
介
護
及
び
福
祉
と
の

連
携
が
強
化
さ
れ
、
在
宅
医
療
に
関
す
る
退
院
支
援
、
急
性
期
の
対
応
、
看
取
り
等
の
機
能
も
改

善
さ
れ
、
訪
問
看
護
及
び
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
も
充
実
し
、
勝
浦
町
の
目
指

す
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

更
に
、
専
用
の
飛
行
場
外
離
着
陸
場
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
緊
急
時
の
円
滑
な
搬
送
が
可
能

と
な
る
。

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
勝
浦
町
が
掲
げ
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
中
核
施
設

が
整
備
さ
れ
、
医
療
、
介
護
等
の
充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
緊
急
時
の
ド
ク
タ
ー
ヘ

リ
の
活
用
も
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
公
益
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
事
業
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法

律
第
八
十
一
号
）
及
び
徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）

に
定
め
る
対
象
事
業
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
件
事
業
の
施

行
に
お
い
て
規
制
値
を
上
回
る
騒
音
及
び
振
動
が
予
測
さ
れ
る
工
種
は
な
い
た
め
、
工
事
期
間
中

の
騒
音
及
び
振
動
に
起
因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

失
わ
れ
る
利
益

（二）

起
業
者
が
行
っ
た
現
地
調
査
及
び
文
献
調
査
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
は
、
絶
滅

の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に

よ
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
並
び
に
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
及
び
徳
島
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
お
い
て
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

。
ま
た
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
り
、
起
業
者
が
保
護
の

た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

事
業
計
画
の
合
理
性

（三）



本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
の
利
便
性
等
を
条
件
と
し
て
選
定
し
た
三

つ
の
候
補
地
に
つ
い
て
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
工
事
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
既
存
施
設
と

の
相
乗
効
果
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
等
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
に
勘
案

す
る
と
本
件
事
業
の
起
業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

で
述
べ
た
「
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
」
と

で
述
べ
た
「
失
わ
れ
る
利
益

（一）

（二）

」
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優

越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る

。
４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

（一）

３
の

で
述
べ
た
よ
う
に
、
勝
浦
町
は
、
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
、
疾
病
構
造
の
変
化
等
に
よ

（一）

り
、
医
療
形
態
を
「
治
す
医
療
」
か
ら
介
護
と
連
携
し
「
治
し
支
え
る
医
療
・
介
護
」
に
転
換
す

る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
緊
急
時
に
使
用
す
る
専
用
の
飛
行
場
外
離
着
陸
場
整
備

も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

（二）

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
面
積
で

あ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ

る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
事
務
局


